
高分子凝集剤仕様書

本仕様書は、秋田市総合環境センターの最終処分場排水処理施設で使用する高分

子凝集剤の購入について適用するものとする。

１ 一般事項

(1) 品名

次に示す薬品のいずれかであること。

ア 日鉄鉱業（株）製 テツフロック ＰＦＡ－１２２Ｃ

イ 水ing（株）製 エバグロース Ａ－２０３Ｈ

(2) 用途 凝集沈澱用

(3) 納入場所 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝地内

秋田市総合環境センター 最終処分場排水処理施設

(4) 契約期間 令和７年４月１日から

令和８年３月31日まで

(5) 搬入荷姿 10㎏／袋

(6) 一回当たり平均発注量 200㎏

(7) 平均発注頻度 ２回／年 程度

(8) 最小発注単位 10㎏

(9) 予定使用量 400㎏

(10) 受入設備 薬品室に搬入

(11) 同等品を不可とする （排水処理施設の生物処理系凝集沈殿設備において、。

当該品が最も適し、良好な凝集性能を発揮するため ）。

２ 特記事項

(1) 受注者は、労働安全衛生法および関係法令を遵守すること。

(2) 受注者は、初回納入前までにSDS（安全データシート）を提出すること。

(3) 受注者は、発注者の求めに応じ薬品のテーブルテストを行い、その結果を報

告すること。また、このテストに係る経費は、受注者負担とし、テストの日時

は、発注者と協議すること。

(4) 納入時、受注者の原因で設備等を破損した場合は、受注者の責任で修理およ

び復旧すること。

(5) 気象条件により処理水量が大きく変動するため、それに伴い予定使用量の増

減があるものとする。

(6) 発注予定数量が不確定であるため、最小発注数量当たりの単価契約とする。

(7) 最小発注数量当たりの単価に消費税および地方消費税の額を加算した金額を

契約単価とする。

(8) 代金の支払いについては、契約業者からの適法な請求書を受理した日から

30日以内に、秋田市が契約業者へ代金を支払うこととする。
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